
岐阜県家畜疾病経営維持資金利子補給事業実施要領 

 

平成２９年３月２７日農経第１６０５号  

最終改正 令和７年１２月２６日農経第９３０号  

 

第１ 目的 

   この要領は、高病原性鳥インフルエンザ等広範囲に影響を与える家畜伝染病の発

生に伴う家畜の処分、移動制限等のまん延防止措置により、経済的に深刻な影響を

受けた畜産業者に対し融資機関が貸し付ける岐阜県家畜疾病経営維持資金について、

県が予算の範囲内において必要な利子補給を行う措置を講ずることにより、当該畜

産業者の経営再建に資することを目的とする。 

 

第２ 資金の設置 

この要領は、岐阜県農業企業化資金助成規則運営要綱（平成 14 年９月 17 日付け

農産第 860 号）（以下「運営要綱」という。）第３の１の(２)のイに規定する農業

企業化特融資金の「その他特融資金」において設置する。 

 

第３ 利子補給対象資金 

この要領の対象となる岐阜県家畜疾病経営維持資金については、畜産特別支援資

金融通事業実施要綱（平成 25 年２月 26 日付け 24 農畜機第 4699 号）（以下「機構

要綱」という。）第１の２の別添２の第２及び家畜疾病経営維持資金融通事業実施

要領（平成 25 年２月 27 日付け 24 年発中畜第 949 号－２（以下「中畜要領」という。）

第１に定める経営継続資金、経営再開資金及び経営維持資金とする。 

 

第４ 利子補給率  

機構要綱別添２の第３の２の（１）のカの（エ）の基準金利から、機構要綱別添

２の第１の事業実施主体が行う利子補給の率を差引いた率以内とする。ただし、融

資機関が畜産業者に貸し付ける利率が０％となるまでの幅とする。 

 

第５ 利子補給金の額 

１ 毎年１月１日から６月３０日まで及び７月１日から 12 月 31 日までの各期間にお

いて、算出した融資平均残高（各期間中の毎日の最高残高（延滞額を除く。）の総

和をその期間中の日数で除して得た金額とする。）に対し、それぞれ当該利子補給

率の割合で計算した金額の合計額とする。 

 ２ １に規定する利子補給金の計算に当たって利子補給率に年率を用いる場合、融資

平均残高は計算期間中の毎日の最高残高の合計額の総和（積数という。）を年間の

日数で除して得た額（積数／365）とする。 

 

第６ 利子補給承諾 

１ 融資機関は、資金を貸付実行したときは、岐阜県家畜疾病経営維持資金利子補給

承認申請書（第１号様式）を作成し、これに経営資金貸付実行報告書（中畜要領様

式第４号）の写しを添付して、貸付実行月の翌月 25 日までに知事に提出するものと

する。 

２ 知事は、１により提出された書類について、内容を審査のうえ適当であると認め

たときは、岐阜県家畜疾病経営維持資金利子補給承諾書（第２号様式）を融資機関



へ交付するものとする。 

 

第７ 利子補給承諾の変更  

１ 第６の２による利子補給承諾書の交付を受けた融資機関は、次に掲げる異動があ

った場合には、速やかに岐阜県家畜疾病経営維持資金利子補給承諾変更等申請書（第

３号様式）を作成し、知事に提出することとする。 

（１）資金の借入者が繰上償還した場合 

（２）資金の借入者が経営を中止した場合 

（３）中畜要領第２の９の規定により経営維持計画の承認が取消しとなった場合 

（４）その他重要な異動があった場合 

２ 知事は、１により提出された書類について、内容を審査のうえ変更することが適

当であると認められる場合は、岐阜県家畜疾病経営維持資金利子補給承諾変更等承

認書（第４号様式）を融資機関へ交付するものとする。 

 

第８ 利子補給金の交付申請 

融資機関は、第５に定める期間の経過後速やかに、岐阜県家畜疾病経営維持資金

利子補給金交付申請書（第５号様式）に、岐阜県家畜疾病経営維持資金利子補給金

明細書（第６号様式）を添付して知事に提出するものとする。 

 

第９ 利子補給金の交付決定等 

１ 知事は、第８による交付申請書の提出があった場合は、利子補給金の額を決定し、

融資機関に通知する。 

２ 融資機関は、１により通知を受けた場合には、速やかに、岐阜県家畜疾病経営維

持資金利子補給金交付請求書（第７号様式）に、岐阜県家畜疾病経営維持資金利子

補給金明細書（第６号様式）を添付して知事に提出するものとする。 

 

第 10 利子補給金の支払 

知事は、第９の２による岐阜県家畜疾病経営維持資金利子補給金交付請求書の提

出があったときは、これを受理した日から３０日以内に利子補給金を交付するもの

とする。 

 

第 11 利子補給の停止 

知事は、中畜要領第２の９の規定により経営維持計画の承認が取消しとなった場

合、又は資金の借入者が経営を中止した場合には、これ以降、融資機関に対し、当

該借入者への貸付けに係る利子補給を行わないものとする。 

 

第 12 その他 

その他必要な事項については、機構要綱及び中畜要領のほか、岐阜県家畜疾病経営

維持資金融通事業実施要領（平成 16 年４月 16 日付け畜第 267 号）(以下「県要領」と

いう。)、岐阜県農業企業化資金助成規則（昭和 36 年岐阜県規則第 145 号）及び運営

要綱に定めるところによる。 

 

附則 

この要領は平成２９年４月１日から施行し、同日以降に県要領第４の３に規定する経

営維持計画の承認を受けたものについて適用するものとする。 

 



附則 

この要領の改正は、平成３１年３月２５日から施行し、同日以降に県要領第４の３に

規定する経営維持計画の承認を受けたものについて適用するものとする。 

 

附則 

この要領の改正は、令和２年４月１日から施行し、同日以降に県要領第４の３に規定

する経営維持計画の承認を受けたものについて適用するものとする。 

 

附則 

この要領の改正は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附則 

この要領の改正は、令和７年１２月２６日から施行する。 

 

 

 


